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福島県合同輸血療法委員会：

輸血に関連する医療従事者の全県的参加と個別医療機関への介入効果
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「福島県合同輸血療法委員会」（以下，「合同輸血療法委員会」）は，県内輸血医療関係者によって血液製剤の適正使
用を目的に活動していた「福島県血液製剤使用に係わる懇談会」と，安全な輸血療法の普及と学術的な部分で草の
根的に活動している「福島県輸血懇話会」との連携をより強くした新たな組織として 2007 年に設立された．以降，
自己血輸血講習会，血液製剤使用適正化に向けた意見交換会，輸血に関するアンケート調査等の事業は「合同輸血
療法委員会」が引き継いだ．さらに実践的な輸血情報が共有できるよう，看護師を対象とした輸血教育研修会，輸
血医療研修会も主催してきた．「福島県輸血懇話会」と共に輸血治療に関する認識，安全性確保に対する意識向上の
ため，意図して種々の医療従事者が各種会合に集うことを可能とする体制を構築してきた．今後「合同輸血療法委
員会」の活動を通して，医師，検査技師，看護師，薬剤師，事務部門，行政，血液センターが共に手を携えて福島
県輸血医療の質向上を図っていく必要がある．
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はじめに
輸血療法は，医師や検査技師だけではなく，看護師，

薬剤師，血液センター職員など，色々な職種のメンバー
が関与して成り立っている．安全な輸血を推進するた
めには各分野の医療従事者の情報共有とともに輸血療
法に対する知識と適正使用の意識を高めることが求め
られる．1988 年に多職種間，施設間で輸血医療関係者
が率直に安全な輸血療法に関する情報交換をする場と
して「福島県輸血懇話会」が設立された．また，1991
年には福島県薬務課が主体となり，血液製剤の使用適
正化を目的に「福島県血液製剤使用に係わる懇談会」が
設立された．学術講演等によって得られた最新情報に
よる輸血の安全性向上と，使用適正化による血液製剤
有効利用の 2つを軸として県内輸血医療の向上がなさ

れてきた．2005 年に厚生労働省が都道府県単位での合
同輸血療法委員会の設置を提示１）して以来，全国で輸血
療法の安全と適正使用の施策が講じられ，効果をあげ
ている２）～５）．福島県においても 2007 年，県内における
適正使用と安全な輸血療法の普及を目指して，「福島県
血液製剤使用に係わる懇談会」を発展させ，「福島県合
同輸血療法委員会」（以下，「合同輸血療法委員会」）が発
足した６）７）．「合同輸血療法委員会」は県内医療施設，福
島県赤十字血液センター，福島県薬務課に勤務する関
係者で構成されている．その活動内容の一部は，これ
まで報告してきた６）～９）．
今回我々は，福島県合同輸血療法委員会の発足の経

緯，会員の構成，活動内容，もたらした効果について
体系的にまとめ，報告する．

1）福島県立医科大学会津医療センター臨床検査部（元：福島県立会津総合病院中央臨床病理部）
2）福島県立医科大学附属病院輸血・移植免疫部
3）太田綜合病院附属太田西ノ内病院輸血管理室
4）竹田綜合病院臨床検査科
5）星総合病院検査科
6）社会保険二本松病院外科
7）福島県赤十字血液センター
8）福島県保健福祉部薬務課
9）福島県合同輸血療法委員会
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Fig.　1　福島県合同輸血療法委員会の設立と各組織活動との関係
福島県輸血懇話会，福島県血液製剤使用に係わる懇談会，福島県合同輸血療法委員会の設立と構成等の関係を示す．

組織構成
福島県では「合同輸血療法委員会」の設置に先立ち，

2006 年に県薬務課内に設立準備会を発足させ，県内血
液製剤使用の上位 90％にあたる医療施設（35 病院）に
「合同輸血療法委員会」への参加を要請した．翌 2007
年に 23 施設の出席により「合同輸血療法委員会」が発
足した．発足の母体となった「福島県血液製剤使用に
係わる懇談会」は，福島県薬務課と福島県赤十字血液
センターが中心となり血液製剤の使用適正化を主な目
的としていた．一方，「福島県輸血懇話会」では輸血医
療関係者が自主的に参集し，輸血医療の学術的研鑚と
医療施設内の疑問解決，経験の共有などを主な事業と
して存続している．「血液製剤使用に係わる懇談会」を
幹事に据え，県内輸血医療施設の多職種の代表により
運営される「福島県合同輸血療法委員会」設立により，
その二つの団体間に情報共有と連携強化がはかられた．
これまでの経緯と各組織，各研修会活動の関連性をFig.
1 に示す．

活動状況
1．福島県輸血懇話会の経緯
「福島県輸血懇話会」は 1988 年に始まり，以降年 1
回県内各地域で出前講義的に巡回開催してきた．開催
地域の大中小規模医療施設が合同で実行委員会を作り，
一般演題のほか，輸血療法全般に関する疑問について
Q&A形式で情報交換を実施してきた．輸血医療に関す
る講演もあり，輸血症例が少ない医療施設職員も学習
の場を持つことができる．2011 年 3月 11日の東日本大
震災では，福島県沿岸部も甚大な被害を受けた．同年
秋に開催された懇話会では，震災津波と原子力発電所
事故時の医療現場の状況，血液センターの対応等，災
害時の輸血医療をテーマにパネルディスカッションと
特別講演が行われた．

2．福島県血液製剤使用に係わる懇談会の役割
「福島県血液製剤使用に係わる懇談会」は 1992 年よ
り，福島県薬務課と福島県赤十字血液センターが中心
となって，院内輸血医療の適正使用と有効利用を目指
す，いわゆる「官」の団体として活動を行ってきた．
7名の委員で構成されていたが，2007 年合同輸血療法
委員会設立後は，幹事として委員会の方針や取りまと
めなど舵取り的な役として活動している．

3．血液製剤使用適正に向けた意見交換会
意見交換会は，1992 年から県薬務課の医療施設への

準公式な訪問視察として行われており，輸血・細胞治
療学会 I&Aインスペクターを含む 5～7名の視察員が
県内医療施設へ実地に出向く．訪問施設の血液製剤の
使用状況（使用輸血製剤数，自己血件数，輸血検査体
制，輸血実施体制など）の報告を受けた後，輸血検査
室や病棟，輸血療法現場の視察，院内関係者との意見
交換を行い，より良い輸血療法体制整備を提案してき
た．2007 年からは「合同輸血療法委員会」が引き継ぎ，
毎年 1～2施設を訪問し，安全な輸血療法と適正輸血の
普及をはかってきた．その結果，輸血療法委員会の設
置数増加と活発化，各種輸血マニュアルの整備などで
改善がみられている（Table 1）．

4．自己血輸血講習会
1997 年より県内医療施設の看護師，医師，臨床検査

技師を対象として開催している自己血輸血講習会を，
2007 年から「合同輸血療法委員会」が引き継いだ．毎
年，自己血輸血の理論講習と採血実技指導の 2部構成
で実施し，自己血輸血の普及に役立っている（Table
1）．参加者は 2008 年 52 人（22 病院），2009 年 39 人
（19 病院），2010 年 53 人（28 病院），2011 年 36 人（19
病院）であった．

5．輸血に関するアンケート調査
県内全医療施設（20 床以上）を対象とし，血液製剤

の使用量と廃棄量，輸血療法委員会の設置状況等を1998
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Table　1　福島県内医療施設における輸血に関するアンケート調査結果（1999 ～ 2010）

調査実施年 1999 年 2000 年 2005 年 2007 年 2010 年

調査対象期間 1998.4 ～ 1999.3 1999.4 ～ 2000.3 2004.4 ～ 2005.3 2006.4 ～ 2007.3 2009.4 ～ 2010.3

調査対象施設数 ― 131 150 146 141
有効回答施設数 ―  98 104 112 118
回収率 65.8% 74.8% 69.3% 76.7% 83.7%

輸血療法委員会設置施設数 30 32 41  61  64
責任医師の在籍施設数 ― 45 ―  55  60
輸血部門の設置施設数 28 45 36  54  45
自己血輸血実施施設数 32 ― 35  36  43
記録管理簿実施施設数 82 ― 95 101 112

輸血療法委員会設置施設数，責任医師の在籍施設数，輸血部門の設置施設数，自己血輸血実施施設数ともに増加している

Table　2　2010 年輸血に関するアンケート調査結果

調査対象施設：141 施設
調査対象期間：2009 年 4 月から 2010 年 3 月まで
回収率：83.7%（118/141 施設）

実施施設数 （%）

輸血療法委員会設置  64 （54）
責任医師の専門または診療科
外科  19
内科（血液，消化器，循環器含む）  21
整形外科   4
麻酔科   3
小児科   2
輸血・移植免疫部   1

輸血部門の設置数  45 （38）
血液製剤の保管場所
輸血部   3
検査部  66
薬剤部  52
病棟など   5

在庫の一元管理  47 （40）
輸血管理料取得状況  28 （24）
管理料 I   6
管理料 II  22

自己血輸血実施施設  43 （36）
I&A取得状況
取得済み   2 （2）
取得予定あり   4
取得予定なし 112

2010 年に行ったアンケート調査結果の詳細を示す．輸血療法
委員会の設置および輸血業務が一元化されている施設は 54%
となっている．また，自己血輸血を施行している施設は 36%
にとどまっている．

年より数年おきに調査してきた（Table 1）．調査結果は
自己血輸血講習会や輸血医療研修会にて報告し，厚労
省血液製剤使用適正化調査研究事業報告書へ掲載，各
医療施設へ同報告書を配布している．調査初期（2000
年調査）は，参加 98 施設（回収率 74.8％）であったが，
「合同輸血療法委員会」設立後の 2010 年調査では，参
加 118 施設（回収率 83.7％）と，参加施設数，回収率が
増加している．輸血療法委員会設置数も 1999 年調査で
は 30 施設であったのが，2010 年調査で 64 施設まで増
え，責任医師の在籍施設数，輸血部門の設置数，自己

血輸血実施施設数も増加している（Table 1）．直近の
2010 年調査（回答施設数：118 施設）の詳細では，院
内輸血療法委員会を設置している施設が64施設（54％），
輸血管理料を取得している施設が 28 施設（24％），自
己血輸血を実施している施設が 43 施設（36％）など，
現在の県内医療施設の輸血療法の状況を捉えることが
できている（Table 2）．実際，2009 年 4 月～2010 年 3
月を対象とした本アンケート回答による赤血球製剤使
用量（104,286 単位）９）は，同期間の福島県血液センター
赤血球製剤供給量（117,917 単位）１０）の 88.4％に相当し，
このアンケート調査は県内輸血使用量のほとんどを把
握していると思われる．輸血用血液製剤の廃棄率も回
答施設から得られ，赤血球製剤の廃棄率は 2006 年 3.5％
から 2010 年 1.8％と減少，同様に製剤全体の廃棄率も
2006 年 1.8％から 2010 年 1.1％と改善してきた（Fig.
2）．

6．輸血医療研修会
「輸血療法の実施に関する指針及び血液製剤の使用指
針」を周知，理解を深めることを目的とし，2008 年よ
り「合同輸血療法委員会」と県薬務課が主催となって，
福島県中心部にて開催している．輸血に関するアンケー
ト調査報告や県内献血者及び供給数の年次推移報告や
若年者の献血推進等についての情報提供，献血者の安
全確保や輸血副作用などについて講師を招いて特別講
演を行ってきた．2008 年 55 人（18 施設），2009 年 65
人（14 施設），2010 年には 91 人（22 施設）と平日の開
催にも関わらず，多くの参加者が得られた．

7．看護師を対象とした輸血教育研修会
2010 年より開催しており，学会認定・臨床輸血看護

師試験受験をきっかけに看護師として輸血の知識を広
く深く学ぶことをコンセプトとして開催している．福
島県内のみならず，県外からの参加もあり，2010 年 28
名，2011 年 16 名，2012 年 14 名の看護師が受講した．
2012 年 9 月現在，福島県の学会認定・臨床輸血看護師
数は 31 名となっている．
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Fig.　2　アンケート調査結果：福島県内医療施設における輸血用血液製剤廃棄率の変化
福島県における 2006 年から 2010 年までの赤血球製剤，血小板製剤，血漿製剤の廃棄率の年次推移を
示す．合同輸血療法委員会が設置された 2007 年前後で赤血球製剤の廃棄率が改善されている．2008
年以降の赤血球製剤廃棄率は 3%以下となっている．

考 察
福島県は人口 1,963,341 人（2012 年 9 月 1 日現在）で

あり，県内には 141 医療施設がある（20 床以上，2010
年現在）．全国と同様，少子化傾向にある福島県におい
ても輸血症例に占める高齢者層の比率が増え，血液疾
患，がん患者への輸血量が増加している．献血率は変
化がない一方で，輸血製剤供給数は増加している（Fig.
3）１０）．
1988 年に発足した「福島県輸血懇話会」は輸血療法

を担う医療従事者，とくに臨床検査技師と医師が中心
となって，安全な輸血のために自主的に研鑚し，小規
模医療施設の職員でも容易に情報共有ができる場を提
供してきた．一方で 1991 年発足の「福島県血液製剤使
用に係わる懇談会」は福島県薬務課と福島県赤十字血
液センターが一体となり，福島県内医療施設に安全で
適正な血液製剤の使用を呼びかけてきた．2003 年 7
月施行の「血液法」により医療関係者の責務が明確化
され，改めて輸血医療への関心が高まってきたため，
その流れに呼応して「福島県血液製剤使用に係わる懇
談会」を発展させ，2007 年に「福島県合同輸血療法委
員会」を設置した．
輸血・細胞治療学会認定医制度，認定輸血検査技師

制度により輸血療法の安全性は大いに向上してきたが，
現場に立つ看護師の教育は体系的にはなされず，輸血
は各医療施設，さらには病棟，外来の部署毎に経験的

に実施されているのが現状である．我々が行ってきた
看護師教育研修により，現場で輸血に携わる看護師が
輸血医療の体系的な教育を受け，輸血療法の全体像を
とらえ，輸血のスタンダードを学び，副作用発生時に
スムーズな対応ができるような知識を得られる機会が
増えたと思われる．学会認定・自己血輸血看護師制度
（2009 年開始），学会認定・臨床輸血看護師制度（2010
年開始），学会認定・アフェレーシスナース制度（2010
年開始）は，さらなる輸血医療の安全性を支える一助
となるに違いない．
大学病院や総合病院での輸血療法体制は整備されつ

つあるが，病床数が少なく，輸血療法の機会が少ない
小規模医療施設においては，輸血に関する諸問題は依
然残る１１）１２）．「合同輸血療法委員会」が小規模医療施設へ
関わりを持ち，研修会や検査業務のサポートをするこ
とにより輸血医療の底上げを図る必要がある．特に輸
血を年数回しか行わないような施設では輸血試薬や専
用機器の購入は難しく，院内での不規則抗体同定など
は困難である．さらにそういった施設での輸血責任医
師や専任検査技師の確保は難しく，特に検査技師は多
様な臨床検査業務を兼任しながら院内の輸血療法に関
わっていくことに負担が生じる１１）１２）．そのため，そのよ
うな施設への手助けをし，解決への道標をつけられる
ように施設間ネットワークを構築する必要がある．輸
血医療研修会や，県内各地で開催され出前講義的な性
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Fig.　3　福島県における献血者数と血液製剤供給数の年次的推移
福島県における 2001 年から 2010 年までの赤血球製剤，血小板製剤，血漿製剤の各輸血用血液製剤の
供給量と献血者数の年次推移を示す．

格を持つ輸血懇話会は，近場で開催された時，小規模
施設の職員でも参加しやすく，施設間ネットワークを
築くのに有意義である．
各施設の輸血体制を整備し，安全で適正な輸血療法

を実施する上で，輸血に明るい医師や臨床検査技師な
どとの意見交換会という形の個別介入は有効であり，
I&A受審の意識醸成にも役立っている．血液センター
や輸血検査部門の整備が進んでも，輸血療法は多職種
の共同作業によって成立しており，第三者の目を通し
て血液製剤の院内動線の見直しなど，より安全な輸血
療法を担保することができる．I&Aの視察員は輸血・
細胞治療学会 I&Aインスペクターを含む学会認定医，
認定輸血検査技師，血液センター職員であることから，
色々な角度から客観的な評価が可能となる．しかし，
2011 年現在福島県内で学会 I&A認定を取得しているの
は 2施設，取得予定は 4施設と，まだ少ない（Table
2）．112 施設では I&A受審予定はなく，輸血医療改善
の必要性に対する施設管理者の認識不足，中小規模の
施設では輸血責任医師の不在や検査技師のマンパワー
不足などが理由に挙げられている．「合同輸血療法委員
会」活動を通して理解者を増やし，安全な輸血を行う
ための整備として I&A受審を促していきたい．
アンケート調査によって県内輸血医療の実情を把握

し，課題を絞り込むことが可能となる．輸血療法委員
会設置数は増加しているが，まだ県内医療施設のおよ
そ半分で，設置率の向上が望まれる．しかし，アンケー

ト回収率は高くなっているので，「合同輸血療法委員会」
設置により輸血療法への関心が高まっていることが伺
える．血液製剤廃棄率の改善は，血液製剤の使用適正
化と有効利用を反映しているものと思われる．
当合同輸血療法委員会の活動に要する費用は県薬務

課の予算（福島県血液製剤使用適正化普及事業）と参
加費で成り立っている．具体的には，輸血懇話会では
会場費として各参加者 500 円，看護師を対象とする輸
血教育研修会ではテキスト料を含めて 10,000 円程度を
負担してもらっている．日本輸血・細胞治療学会東北
支部からの補助のほか，年度によっては厚労省血液製
剤使用適正化方策調査研究事業の補助を得る年もある．

結 語
「福島県合同輸血療法委員会」の活動により，福島県
内の医療施設に職種や施設を越えた輸血関連情報の共
有と輸血医療に関する教育・研修の場を提供すること
が可能となっている．医療従事者の横断的参加と個別
医療機関への介入を通して，輸血療法全般に対する意
識が高まり，培った知識が現場で生かされ，安全な輸
血を実施する体制整備に役立っているものと考える．
また，輸血医療全般に対して意識向上に良い効果をも
たらし，福島県全体として血液製剤の適正使用が浸透
しているものと思われる．しかし，小規模医療施設で
の輸血医療体制には未だ不備が残る．学会認定医，認
定輸血検査技師に加えて，学会認定・臨床輸血看護師，
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学会認定・自己血看護師，学会認定・アフェレーシス
ナースの役割が明確になり，薬剤師も加えた全メディ
カル職種，さらには事務部門とも共同して輸血医療の
向上に寄与していきたい．
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Abstract:

The Fukushima Prefectural Joint Committee of Blood Transfusion Therapy was established for the purpose of
promoting safe blood transfusion and proper use of blood products in 2007, based on the nucleus of the Fukushima
Friendly Meeting on Transfusion established in 1988. Since 2007, we have undertaken a variety of activities in trans-
fusion medicine, including the Fukushima blood transfusion therapy social gathering, autologous blood transfusion
training, blood transfusion educational study session for nurse, transfusion medical care workshop, discussion meet-
ing for proper blood transfusion, and questionnaire surveys about blood transfusion. To improve transfusion therapy
and transfusion safety, the joint committee has contributed by educating various staff about transfusionmedicine and
by exchanging experiences and information with each other. The committee is making progress in transfusion ther-
apy in Fukushima Prefecture with cooperation between physicians, medical technologists, nurses, pharmacists and
administrative officers.
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Joint committee of blood transfusion therapy, education on transfusion therapy, proper blood components usage,
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